
1－中国における裁判長と独任裁判官の選任制度（孟）

一
　
は
じ
め
に

裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
の
選
任
制
度
は
、
２
０
０
０
年
か
ら
中
国
各
地
の
人
民
法
院
（
日
本
の
裁
判
所
に
当
た
る
）
で
広
範
に
実
施
さ

れ
て
い
る
司
法
改
革

（
２
）に

よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
制
度
は
、
裁
判
資
源
を
合
理
的
に
利
用
す
る
こ
と
、
審
理
と
判
決
を
融
合
さ
せ
た
こ
と
、

裁
判
の
質
と
効
率
の
高
め
る
こ
と
、
競
争
構
造
を
強
化
す
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
、
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。
し
か
し
、
同
制
度
の

実
施
に
応
じ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
解
決
の
困
難
な
問
題
が
起
こ
り
、
現
実
の
司
法
状
況
に
つ
い
て
良
く
な
い
影
響
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
故

に
、
こ
の
制
度
を
真
剣
に
検
討
す
る
必
要
性
と
社
会
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
。

中
国
に
お
け
る
裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
の
選
任
制
度

―
―
意
見
表
明
の
自
由
と
芸
術
の
自
由
の
競
合
を
素
材
と
し
て
―
―孟
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任
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長
と
独
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任
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長
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む
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び
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二
　
裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
の
選
任
制
度
の
由
来

以
来
、
中
国
の
人
民
法
院
の
中
に
は
沢
山
の
弊
害
が
存
在
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
裁
判
官
の
資
質
に
高
低
が
あ
っ
て
揃
っ
て
お
ら
ず
、

責
任
を
負
っ
て
い
な
い
裁
判
官
が
い
る
し
、
裁
判
の
質
と
効
率
が
あ
ま
り
高
く
な
く
、
合
議
廷

（
３
）

の
効
能
を
充
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
以
上
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
の
選
任
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。

１
９
９
９
年
、
司
法
改
革
を
推
進
す
る
と
い
う
中
国
共
産
党
第
15
回
全
国
代
表
大
会
の
要
求
に
基
づ
い
て
、
最
高
人
民
法
院
は
、『
人

民
法
院
の
五
年
改
革
綱
要
』
を
制
定
・
公
布
し
、
裁
判
組
織
を
改
革
す
る
目
標
と
計
画
を
提
出
し
た

（
４
）

。
綱
要
に
よ
っ
て
、
合
議
廷
と
裁
判

官
の
職
責
を
強
化
し
、
裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
の
選
任
制
度
を
実
行
し
、
裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
が
裁
判
の
中
で
指
揮
と
調
整
の
作
用
を

充
分
に
発
揮
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
上
、
２
０
０
０
年
ま
で
に
、
裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
の
選
任
条
件
と
責
任
に
つ
い
て
明
確
な
規

則
を
制
定
し
、
裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
の
審
査
、
考
査
、
選
抜
と
任
命
制
度
を
確
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

２
０
０
０
年
７
月
、
最
高
人
民
法
院
は
、『
人
民
法
院
裁
判
長
選
任
方
法
（
試
行
）』
を
公
布
し
て
、
裁
判
長
の
選
任
に
つ
い
て
の
原
則
、

定
員
、
基
本
条
件
、
選
任
手
続
、
裁
判
長
の
職
責
、
管
理
と
監
督
、
免
職
と
懲
戒
な
ど
の
内
容
を
規
定
し
た
。
同
年
８
月
、
最
高
人
民
法

院
は
『
人
民
法
院
の
基
層

（
４
）

建
設
に
関
す
る
若
干
の
意
見
』
を
提
出
し
、
各
地
の
人
民
法
院
が
２
０
０
１
年
末
ま
で
必
ず
裁
判
長
と
独
任
裁

判
官
の
選
任
任
務
を
完
成
し
よ
う
と
明
確
に
要
求
し
た
。
こ
こ
か
ら
、
裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
の
選
任
活
動
は
全
国
各
地
の
人
民
法
院
で

す
さ
ま
じ
い
勢
い
で
発
展
し
て
き
た
。

裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
の
選
任
活
動
を
規
律
す
る
た
め
に
、
多
く
の
地
方
の
高
級
人
民
法
院
は
、『
人
民
法
院
の
五
年
改
革
綱
要
』
を

根
拠
に
し
て
、
最
高
人
民
法
院
の
『
人
民
法
院
裁
判
長
選
任
方
法
（
試
行
）』
を
参
照
し
、
当
地
の
人
民
法
院
の
実
情
を
考
慮
し
て
、
具

体
的
な
実
施
方
法
ま
た
は
実
行
意
見
を
制
定
し
た
。
例
え
ば
、
２
０
０
１
年
３
月
、
上
海
市
高
級
人
民
法
院
で
は
『
上
海
人
民
法
院
に
お
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け
る
独
任
裁
判
官
の
選
任
活
動
及
び
そ
の
運
営
を
い
っ
そ
う
規
律
す
る
若
干
の
意
見
（
試
行
）』
が
公
布
さ
れ
た
。

三
　
裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
の
選
任
制
度
の
内
容
と
手
続

裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
の
選
任
制
度
と
い
う
の
は
、
裁
判
官
と
助
手
裁
判
官
（
中
国
で
助
理
裁
判
官
と
言
う
）
の
う
ち
、
一
定
の
審
査

と
選
考
手
続
を
通
じ
て
、
定
員
の
裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
が
選
抜
・
任
命
さ
れ
る
司
法
制
度
で
あ
る
。
こ
の
制
度
を
実
行
す
る
と
、
人
民

法
院
の
院
長
と
廷
長
の
他
に
、
裁
判
長
に
任
命
さ
れ
た
裁
判
官
は
合
議
廷
の
裁
判
長
を
担
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
裁
判
長
に
任
命
さ
れ

な
か
っ
た
裁
判
官
は
合
議
廷
の
裁
判
長
を
担
当
す
る
資
格
が
な
い
。
同
様
に
、
独
任
裁
判
官
に
任
命
さ
れ
た
裁
判
官
は
、
簡
易
手
続
が
適

用
さ
れ
る
民
事
ま
た
は
刑
事
事
件
の
訴
訟
を
一
人
単
独
で
裁
判
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
独
任
裁
判
官
に
任
命
さ
れ
な
か
っ
た
裁
判
官
は
訴

訟
事
件
を
一
人
単
独
で
裁
判
す
る
資
格
が
な
く
、
そ
の
裁
判
権
限
は
あ
る
程
度
の
制
限
を
受
け
る
。

裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
の
選
任
制
度
は
「
公
開
」、「
平
等
」、「
競
争
」、「
択
優
」（
優
れ
た
人
を
選
ぶ
）
を
原
則
と
し
て
、
一
般
的
に

次
の
手
続
を
採
用
し
て
い
る
。

１
　
人
民
法
院
は
、
選
任
す
る
裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
の
定
員
と
条
件
を
公
表
す
る
。

２
　
裁
判
官
は
、
自
ら
書
面
に
よ
る
申
請
書
を
提
出
し
、
人
民
法
院
の
院
長
、
廷
長
、
裁
判
官
ま
た
は
裁
判
廷
の
条
件
に
か
な
う
裁

判
官
を
推
薦
す
る
。

３
　
選
任
条
件
に
よ
っ
て
申
請
人
ま
た
は
推
薦
さ
れ
た
裁
判
官
の
資
格
に
つ
い
て
初
歩
的
審
査
を
行
っ
て
、
立
候
補
者
の
名
簿
を
確

定
・
公
布
す
る
。

４
　
筆
記
試
験
、
組
織
の
考
査
、
民
主
評
議
（
同
僚
の
意
見
を
聞
く
）、
就
職
演
説
な
ど
の
手
続
を
経
て
、
疑
義
が
な
い
立
候
補
者



広島法学　33 巻１号（2009 年）－4

に
つ
い
て
充
分
ま
た
は
全
般
的
な
審
査
を
行
う
。

５
　
裁
判
委
員
会
は
、
選
任
の
条
件
と
選
考
の
結
果
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
、
最
終
の
任
用
名
簿
を
確
定
す
る
。

６
　
人
民
法
院
の
院
長
は
、
選
ば
れ
た
裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
を
正
式
に
任
命
す
る
。

四
　
裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
の
選
任
制
度
の
積
極
的
な
役
割

１
　
裁
判
官
の
資
質
の
向
上

新
中
国
で
は
建
国
か
ら
、
裁
判
官
が
法
律
に
精
通
し
た
専
門
的
職
業
で
あ
る
と
は
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
党
や
政

府
の
幹
部
、
普
通
の
労
働
者
、
そ
れ
に
退
役
軍
人
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
職
種
が
裁
判
官
の
供
給
源
と
な
っ
た
。
裁
判
官
の
資
質
が
あ
ま
り
高

く
な
か
っ
た
。
裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
の
選
任
制
度
が
実
施
さ
れ
た
後
、
も
し
独
任
裁
判
官
に
任
命
さ
れ
な
か
っ
た
ら
、
自
分
の
裁
判
権

限
が
あ
る
程
度
の
制
限
を
受
け
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
だ
か
ら
、
全
て
の
裁
判
官
は
、
強
い
圧
力
を
身
に
し
み
て
感
じ
て
、
総
合
資
質
と
く

に
裁
判
能
力
を
高
め
る
た
め
に
精
一
杯
努
力
し
て
い
る
。
人
民
法
院
の
中
で
は
法
律
を
学
ぶ
雰
囲
気
が
盛
ん
に
な
っ
て
、
裁
判
官
の
全
体

資
質
を
向
上
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

２
　
競
争
構
造
の
強
化

裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
の
選
任
制
度
を
実
施
す
る
前
は
、
裁
判
所
内
部
の
人
員
は
助
理
裁
判
官
に
な
る
と
、
誰
で
も
単
独
で
訴
訟
事
件

の
裁
判
を
す
る
権
限
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
上
、
裁
判
官
の
待
遇
が
一
律
で
あ
っ
た
。
裁
判
事
務
を
良
く
や
っ
て
も
悪
く
や
っ
て
も
、
沢

山
や
っ
て
も
少
な
く
や
っ
て
も
、
区
別
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
裁
判
官
の
意
欲
が
く
じ
か
れ
た
。
こ
の
状
況
に
対
し
て
、
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裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
の
選
任
制
度
は
、
そ
の
重
要
内
容
と
し
て
、
裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
に
つ
い
て
特
別
の
優
遇
措
置
を
規
定
し
た
。

選
任
さ
れ
た
裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
は
、
待
遇
の
方
面
で
給
料
、
福
利
と
く
に
ボ
ー
ナ
ス
は
他
よ
り
も
手
厚
い
待
遇
を
与
え
ら
れ
て
、
昇

進
と
研
修
及
び
訓
練
の
面
で
も
優
先
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
人
民
法
院
の
人
事
制
度
と
裁
判
制
度
の
中
で
は
公
平
な
競
争
構
造
が
一

層
強
化
さ
れ
て
い
る
。

３
　
裁
判
の
質
と
効
率
の
向
上

裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
の
選
任
制
度
は
、
公
平
な
競
争
手
続
を
通
じ
て
、
総
合
資
質
と
裁
判
能
力
が
高
い
裁
判
官
を
裁
判
長
ま
た
は
独

任
裁
判
官
と
し
て
選
抜
・
任
命
す
る
。
裁
判
長
ま
た
は
独
任
裁
判
官
に
任
命
さ
れ
な
か
っ
た
裁
判
官
は
、
原
則
と
し
て
、
訴
訟
事
件
を
単

独
で
裁
判
す
る
資
格
が
な
い
。
彼
ら
は
、
非
常
に
特
別
の
場
合
に
、
簡
易
手
続
が
適
用
さ
れ
訴
訟
事
件
を
一
人
単
独
で
審
理
す
る
と
き
も
、

作
っ
た
判
決
書
に
つ
い
て
廷
長
ま
た
は
裁
判
長
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
う
え
、
そ
の
判
決
書
は
必
ず
廷
長
ま
た
は
裁

判
長
の
名
義
で
発
行
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
裁
判
に
つ
い
て
の
監
督
と
管
理
が
一
層
強
化
さ
れ
て
、
間
違
っ
た
裁
判
は
あ
る
程
度
回
避
さ

れ
る
。
人
民
法
院
の
訴
訟
事
件
の
裁
判
は
全
て
総
合
資
質
と
裁
判
能
力
が
高
い
裁
判
官
に
任
せ
て
、
裁
判
の
質
と
効
率
を
高
め
る
こ
と
に

な
っ
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

五
　
裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
の
選
任
制
度
の
弊
害

１
　
学
歴
条
件
に
よ
る
選
任
制
度
と
裁
判
官
法
の
間
の
矛
盾

最
高
人
民
法
院
の
『
人
民
法
院
裁
判
長
選
任
方
法
（
試
行
）』
は
、「
中
級
人
民
法
院
の
裁
判
長
は
一
般
的
に
大
学
法
学
部
を
卒
業
す
る
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か
又
は
そ
れ
以
上
の
学
歴
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
。
…
…
経
済
ま
た
は
文
化
の
未
発
達
地
方
の
人
民
法
院
は
、
本
院
の
裁
判
委
員
会
の
決
定

を
経
て
、
上
級
の
人
民
法
院
の
許
可
を
得
て
、
裁
判
長
の
学
歴
条
件
を
適
切
に
緩
や
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い
た
。

各
地
が
規
定
し
た
独
任
裁
判
官
の
条
件
は
最
高
人
民
法
院
の
裁
判
長
標
準
よ
り
低
い
。
例

え
ば
、
経
済
ま
た
は
文
化
が
一
番
発
達
地
域
に
あ
る
上
海
市
高
級
人
民
法
院
の
『
上
海
人
民

法
院
に
お
け
る
独
任
裁
判
官
の
選
任
活
動
及
び
そ
の
運
営
を
い
っ
そ
う
規
律
す
る
若
干
の
意

見
（
試
行
）』
は
、「
独
任
裁
判
官
は
一
般
的
に
大
学
法
学
部
法
学
専
攻
の
学
歴
（
在
学
も
含

む
）
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
。
特
別
に
優
秀
で
あ
る
業
務
担
当
者
は
法
学
専
門
学
校
を
卒
業
す

る
学
歴
（
最
高
人
民
法
院
の
大
専
学
位
も
含
む
）
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
」
と
規
定
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
規
定
し
た
理
由
は
、
裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
の
選
任
制
度
を
始
め
た
と
き
、

裁
判
官
の
中
に
は
、
大
学
の
法
学
部
を
卒
業
す
る
学
歴
を
持
つ
人
は
珍
し
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
あ
ま
り
に
も
高
い
選
任
条
件
を
設
け
れ
ば
、
沢
山
の
業
務
担
当
者
は
条
件
不
足
の
た
め

に
裁
判
長
ま
た
は
独
任
裁
判
官
に
な
る
可
能
性
を
排
除
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、

人
民
法
院
の
裁
判
事
務
を
順
調
に
遂
行
す
る
こ
と
に
と
っ
て
極
め
て
不
利
な
影
響
を
与
え
だ

ろ
う
。

し
か
し
、
中
国
の
裁
判
官
法
は
、
２
０
０
１
年
に
改
正
さ
れ
て
、
初
任
の
裁
判
官
に
就
任

す
る
た
め
の
最
低
の
学
歴
要
件
を
「
大
専
」
か
ら
学
部
卒
業
へ
引
き
上
げ
た
。
学
歴
条
件
に

つ
い
て
裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
の
選
任
制
度
と
裁
判
官
法
の
間
に
矛
盾
が
存
在
し
て
い
て
、

解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

人民法院内部の基本組織図



7－中国における裁判長と独任裁判官の選任制度（孟）

２
　
人
民
法
院
の
院
長
、
廷
長
の
採
用
標
準
と
裁
判
長
の
選
任
標
準
の
間
の
差
別

中
国
の
人
民
法
院
の
内
部
で
は
、
院
長
を
頂
点
と
し
て
官
僚
組
織
的
な
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
院

長
の
下
に
は
刑
事
、
民
事
、
行
政
、
裁
判
監
督
、
執
行
な
ど
事
件
の
類
型
ご
と
に
『
業
務
廷
』
が
設
け
ら
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
廷
の
内

部
は
『
廷
長
』
を
頂
点
と
し
て
序
列
が
し
か
れ
て
い
る
。

中
国
の
刑
事
、
民
事
ま
た
は
行
政
訴
訟
と
い
う
三
大
訴
訟
法
に
よ
る
と
、
合
議
廷
の
裁
判
長
は
、
院
長
ま
た
は
廷
長
が
裁
判
官
１
名
を

指
定
し
て
担
当
さ
せ
る
。
院
長
ま
た
は
廷
長
が
裁
判
に
参
加
す
る
と
き
は
、
院
長
ま
た
は
廷
長
が
担
当
す
る
。
即
ち
、
人
民
法
院
の
院
長

ま
た
は
廷
長
は
当
然
に
裁
判
長
に
な
る
。
そ
れ
で
は
院
長
ま
た
は
廷
長
の
採
用
標
準
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。

改
正
裁
判
官
法
に
よ
る
と
、
人
民
法
院
の
院
長
と
副
院
長
を
除
い
て
、
す
べ
て
の
裁
判
官
は
司
法
試
験
に
合
格
し
て
、
裁
判
官
資
格
を

得
て
い
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
院
長
と
副
院
長
に
つ
い
て
は
依
然
と
し
て
「
裁
判
官
な
い
し
裁
判
官
の

条
件
を
備
え
て
い
る
そ
の
他
の
者
」
か
ら
選
任
す
る
と
さ
れ
、
必
ず
し
も
裁
判
官
で
あ
る
必
要
は
な
い

（
５
）

。
即
ち
、
人
民
法
院
の
ト
ッ
プ
だ

け
は
相
変
わ
ら
ず
司
法
試
験
に
合
格
し
て
い
な
く
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
院
長
と
副
院
長
は
普
通
の
裁
判
官
の
最
低
条
件
に
達
し
な
い
が
、

か
れ
ら
は
裁
判
長
に
選
任
さ
れ
た
裁
判
官
と
一
緒
に
合
議
廷
を
組
成
す
る
と
き
も
、
院
長
ま
た
は
副
院
長
は
当
然
に
裁
判
長
を
担
当
し
、

裁
判
長
に
選
任
さ
れ
た
裁
判
官
は
か
え
っ
て
裁
判
長
を
担
当
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
こ
の
よ
う
な
状
態
は
あ
ま
り
に
も
不
合
理
で
あ

る
（
６
）

。廷
長
の
場
合
に
も
だ
い
だ
い
同
じ
問
題
が
あ
る
。
廷
長
は
必
ず
裁
判
官
の
条
件
に
達
す
る
け
れ
ど
も
、
廷
長
と
裁
判
長
の
選
任
に
は
違

う
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
廷
長
を
選
抜
す
る
と
き
は
、
政
治
資
質
と
行
政
管
理
の
能
力
を
重
点
と
し
て
考
察
す
る
。
そ
れ
と
比
べ
る
と
、

裁
判
長
を
選
抜
す
る
と
き
は
、
法
律
資
質
と
裁
判
能
力
を
重
点
と
し
て
考
察
す
る
。
そ
の
上
、
廷
長
と
裁
判
長
の
選
任
手
続
も
違
う
。
廷

長
は
一
般
的
に
院
長
の
行
政
命
令
に
よ
っ
て
直
接
に
任
命
さ
れ
る
。
廷
長
は
裁
判
長
の
選
任
手
続
を
経
て
い
な
く
て
も
当
然
に
裁
判
長
を



広島法学　33 巻１号（2009 年）－8

担
当
す
る
の
で
、
恐
ら
く
公
平
な
競
争
構
造
に
良
く
な
い
影
響
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。

３
　
裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
の
職
務
の
変
動
に
よ
る
選
任
制
度
の
役
割
の
弱
体
化

人
民
法
院
内
部
の
基
本
組
織
図
の
よ
う
に
、
中
国
の
人
民
法
院
の
内
部
で
は
、
刑
事
、
民
事
、
行
政
と
い
う
「
三
大
裁
判
廷
」
の
他
に
、

受
理
、
裁
判
監
督
、
執
行
と
い
う
「
業
務
廷
」
と
事
務
室
、
政
治
部
、
監
察
室
、
司
法
警
察
大
隊
と
い
う
「
非
業
務
部
門
」
が
設
け
ら
れ

て
い
る
。
各
部
門
の
職
務
担
当
者
の
差
別
は
あ
ま
り
な
い
。
裁
判
廷
と
ほ
か
の
業
務
廷
ま
た
は
非
業
務
部
門
の
間
に
お
い
て
、
人
員
職
務

の
変
動
は
非
常
に
普
通
な
の
で
あ
る
。
定
員
の
た
め
に
、
裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
の
人
数
は
も
と
も
と
あ
ま
り
多
く
な
い
。
彼
ら
は
裁
判

廷
か
ら
非
裁
判
部
門
に
転
職
す
れ
ば
、
裁
判
事
務
に
ま
だ
従
事
し
て
い
な
く
て
も
、
裁
判
長
ま
た
は
独
任
裁
判
官
の
定
員
を
占
め
る
こ
と

に
な
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
の
人
数
は
厳
し
い
不
足
に
な
る
恐
れ
が
あ
り
、
法
院
の
裁
判
能
力
が
大
い
に
弱
め
ら

れ
、
裁
判
任
務
の
順
調
な
完
成
に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

４
　
裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
の
監
督
不
充
分

裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
の
選
任
制
度
が
実
施
さ
れ
た
後
、
人
民
法
院
は
裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
に
一
層
自
由
な
裁
判
権
限
を
与
え
た
。

し
か
し
、
裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
に
つ
い
て
の
監
督
が
不
充
分
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
裁
判
長
ま
た
は
独
任
裁
判
官
が
法
を
曲
げ
る
新

聞
報
道
も
次
々
と
現
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
２
０
０
３
年
武
漢
市
中
級
人
民
法
院
で
副
院
長
、
廷
長
、
裁
判
長
、
独
任
裁
判
官
を
含
む
13

名
の
裁
判
官
が
収
賄
の
た
め
に
刑
罰
を
受
け
た

（
７
）

。
２
０
０
５
年
安
徽
省
阜
陽
市
中
級
人
民
法
院
で
12
名
の
裁
判
官
が
収
賄
の
た
め
に
有
期

の
刑
罰
を
受
け
た

（
８
）

。
２
０
０
６
年
深

市
中
級
人
民
法
院
で
20
名
以
上
の
裁
判
官
が
犯
罪
嫌
疑
の
た
め
に
司
法
機
関
か
ら
調
査
ま
た
は
訴

え
ら
れ
た
。
裁
判
所
の
汚
職
は
中
国
全
土
に
普
遍
的
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
武
漢
、
阜
陽
と
深

市
の
例
は
ほ
ん
の
氷
山
の
一
角
に
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過
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
、
裁
判
官
犯
罪
と
誤
審
を
避
け
る
た
め
に
、
裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
に
対
す
る
監
督
は
ど
の
よ
う
に
強
化
さ
せ
る
か

に
つ
い
て
真
剣
に
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
　
裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
の
選
任
制
度
に
つ
い
て
の
私
見

裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
の
選
任
制
度
は
、
誕
生
し
た
時
か
ら
理
論
上
の
欠
陥
と
不
足
が
存
在
し
て
い
る
。

裁
判
官
法
、
法
院
組
織
法
ま
た
は
三
大
訴
訟
法
に
よ
っ
て
、
各
級
人
民
法
院
の
す
べ
て
の
裁
判
官
は
、
地
方
各
級
の
人
民
代
表
大
会
常

務
委
員
会
に
よ
っ
て
任
免
さ
れ
る
。
裁
判
官
の
主
な
職
責
は
法
に
従
っ
て
合
議
廷
に
参
加
す
る
或
い
は
事
件
を
独
任
で
裁
判
す
る
こ
と
で

あ
る
。
即
ち
、
全
て
の
裁
判
官
は
平
等
な
裁
判
権
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
合
議
廷
の
裁
判
長
を
担
当
し
、
簡
易
手
続
が
適
用
さ

れ
る
民
事
ま
た
は
刑
事
事
件
の
訴
訟
を
独
任
で
裁
判
す
る
と
い
う
、
両
方
の
法
定
資
格
を
持
つ
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
の
選
任
制
度
は
、
あ
る
裁
判
官
の
裁
判
権
を
法
律
の
理
由
な
く
制
限
し
て
、
裁
判
官
法
、
法
院
組
織
法
ま
た
は
三

大
訴
訟
法
の
趣
旨
に
実
際
に
違
反
し
て
い
る
。

日
本
、
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
な
ど
の
先
進
法
治
国
家
で
は
裁
判
官
が
独
立
し
て
お
り
、
誰
に
も
干
渉
さ
れ
ず
、
法
律
の
条
文
と
正
義
の

み
に
従
う
の
で
あ
る
。
先
進
諸
国
に
お
け
る
司
法
権
の
独
立
は
、
法
原
理
機
関
と
し
て
の
裁
判
所
が
、
そ
の
職
責
を
果
た
す
た
め
に
は
、

全
体
と
し
て
の
裁
判
所
が
政
治
部
門
か
ら
独
立
し
て
、
自
主
的
に
活
動
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
、
裁
判
官
が
、
裁
判
を
行
う
に
際

し
、
法
の
客
観
的
意
味
と
信
ず
る
と
こ
と
に
従
っ
て
、
そ
の
職
権
を
行
使
で
き
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
全
て
の
裁
判
官
は
、
そ
の
良
心

に
従
ひ
独
立
し
て
そ
の
職
権
を
行
ひ
、
憲
法
及
び
法
律
に
の
み
拘
束
さ
れ
る
。
他
に
、
裁
判
官
の
職
権
行
使
の
独
立
を
制
度
上
実
効
あ
ら

し
め
よ
う
と
す
る
趣
旨
か
ら
、
裁
判
官
の
身
分
保
障
が
帰
結
さ
れ
る
。
裁

（
９
）

判
官
の
中
で
も
、
上
下
級
の
区
別
も
な
い
し
、
所
長
で
も
、
廷
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長
で
も
、
純
粋
の
行
政
職
務
を
し
て
い
る
。
裁
判
官
の
上
下
級
の
区
別
を
禁
止
し
、
裁
判
官
は
平
等
者
の
中
の
一
員
で
あ
る
と
す
べ
き
で

あ
る
。
中
国
の
裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
の
選
任
制
度
は
、
裁
判
官
の
中
で
不
平
等
の
現
象
を
こ
と
さ
ら
に
引
き
起
こ
し
て
き
た
。
こ
の
面

か
ら
言
え
ば
、
選
任
制
度
は
裁
判
官
平
等
と
い
う
現
代
世
界
共
通
の
司
法
原
則
に
も
違
反
し
て
い
る

（
７
）

。

現
実
の
方
面
か
ら
考
え
て
、
裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
の
選
任
制
度
が
実
施
さ
れ
た
背
景
に
は
、
裁
判
官
の
資
質
に
高
低
が
あ
っ
て
揃
っ

て
い
な
い
状
況
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
国
の
裁
判
官
の
総
合
資
質
が
近
年
以
来
飛
ぶ
よ
う
に
速
く
高
め
ら
れ
た
。
と
く
に
、

２
０
０
１
年
裁
判
官
法
が
改
正
さ
れ
た
後
、
初
任
裁
判
官
は
国
家
司
法
試
験
に
合
格
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
か
ら
は
、
裁
判
官
の

高
い
資
質
を
保
障
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
近
年
以
来
の
裁
判
所
の
新
進
人
員
か
ら
見
る
と
、
大
部
分
は
法
学
部
を
卒
業
し
た
人
で
あ
る
。

法
学
の
修
士
ま
た
は
博
士
の
学
位
を
持
つ
ひ
と
も
珍
し
く
な
い

（
８
）

。
だ
か
ら
、
間
も
な
く
中
国
裁
判
官
の
全
体
資
質
が
高
く
な
る
と
、
個
体

の
間
の
差
異
が
あ
ま
り
大
き
く
な
い
と
き
は
、
あ
る
裁
判
官
の
裁
判
権
限
を
制
限
す
る
こ
と
は
意
義
が
な
い
。
裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
の

選
任
制
度
を
廃
止
し
て
よ
い
。

七
　
む
す
び

前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
の
選
任
制
度
は
、
中
国
の
近
年
来
の
司
法
改
革
の
結
果
と
し
て
、
裁
判
官
の
資
質
を
向

上
さ
せ
、
競
争
構
造
を
強
化
さ
せ
、
裁
判
の
質
と
効
率
を
高
め
さ
せ
、
か
な
り
の
積
極
的
な
役
割
を
発
揮
し
た
。
こ
れ
で
も
分
か
る
よ
う

に
、
裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
の
選
任
制
度
は
、
中
国
の
人
民
法
院
が
特
定
の
時
期
に
採
用
し
た
司
法
改
革
制
度
で
あ
る
。
同
制
度
の
必
要

性
と
積
極
的
効
果
を
充
分
に
肯
定
す
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
同
時
に
、
裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
の
選
任
制
度
は
、
学
歴
条
件
に
つ
い
て
選
任
制
度
と
裁
判
官
法
の
間
に
矛
盾
が
存
在
し
、
人
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民
法
院
の
院
長
ま
た
は
廷
長
の
採
用
標
準
と
裁
判
長
の
選
任
標
準
の
間
に
差
別
が
存
在
し
、
裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
の
職
務
の
変
動
は
選

任
制
度
の
役
割
を
弱
め
さ
せ
、
裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
に
つ
い
て
の
監
督
が
不
充
分
で
、
い
ろ
い
ろ
な
弊
害
が
存
在
し
て
い
る
。
と
く
に
、

裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
の
選
任
制
度
は
、
裁
判
官
法
、
法
院
組
織
法
ま
た
は
三
大
訴
訟
法
の
趣
旨
に
違
反
し
、
裁
判
官
平
等
と
い
う
現
代

世
界
共
通
の
司
法
原
則
に
違
反
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
裁
判
官
の
全
体
資
質
の
向
上
に
応
じ
て
、
こ
の
制
度
は
ま
も
な
く
ほ
か
の
合
理

的
な
司
法
制
度
に
取
っ
て
代
わ
る
で
あ
ろ
う
と
信
ず
る
。

（
１
）

独
任
裁
判
官
と
は
、
簡
易
手
続
が
適
用
さ
れ
る
民
事
ま
た
は
刑
事
事
件
の
訴
訟
を
一
人
単
独
で
裁
判
す
る
資
格
を
持
つ
裁
判
官
で
あ
る
。

（
２
）

中
国
の
司
法
改
革
は
１
９
９
０
年
代
に
始
ま
り
、
１
９
９
９
年
最
高
人
民
法
院
は
『
人
民
法
院
の
五
年
改
革
綱
要
』
を
打
ち
出
し
、
い
ろ
い
ろ
な
具
体
的

な
改
革
措
置
が
導
入
さ
ら
て
、
さ
ら
に
加
速
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
の
選
任
責
任
制
度
は
そ
の
中
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

（
３
）

合
議
廷
と
い
う
の
は
、
３
人
以
上
の
奇
数
の
裁
判
官
あ
る
い
は
裁
判
官
と
人
民
参
審
官
が
構
成
し
て
事
件
を
裁
判
す
る
組
織
形
式
で
あ
る
。
合
議
廷
は
、

一
般
的
に
定
着
の
組
織
で
は
な
く
、
別
々
の
訴
訟
事
件
に
よ
っ
て
別
々
の
裁
判
官
で
臨
時
成
立
さ
れ
た
組
織
で
あ
る
。
合
議
廷
の
中
で
、
裁
判
長
は
、
合
議

に
お
け
る
評
決
権
は
他
の
陪
席
裁
判
官
と
同
等
で
あ
る
が
、
評
議
を
主
宰
・
整
理
し
た
り
、
合
議
体
を
代
表
し
て
訴
訟
指
揮
を
行
っ
た
り
す
る
。

（
４
）

そ
の
後
、
中
国
で
進
ん
で
い
る
司
法
改
革
の
基
本
政
策
と
し
て
、
最
高
人
民
法
院
は
、『
人
民
法
院
第
二
回
の
五
年
改
革
綱
要
（
２
０
０
４
―
２
０
０
９
）』

を
制
定
し
た
。
同
綱
要
は
五
十
項
目
の
改
革
の
任
務
が
確
定
さ
れ
た
。
そ
の
中
の
第
26
条
は
、「
合
議
廷
と
独
任
裁
判
官
の
裁
判
職
責
を
強
化
し
、
合
議
廷

と
独
任
裁
判
官
の
責
任
制
度
を
逐
次
実
施
す
る
」
と
い
う
内
容
を
提
出
し
た
。

（
４
）

基
層
と
は
、
各
地
の
最
下
部
の
地
方
裁
判
所
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

（
５
）

広
渡
清
吾
（
編
）『
法
曹
の
比
較
法
社
会
学
』
３
５
８
頁
を
参
照
。

（
６
）

憲
法
お
よ
び
裁
判
所
組
織
法
に
よ
れ
ば
、
人
民
法
院
院
長
は
人
民
代
表
大
会
ま
た
は
常
務
委
員
会
に
よ
っ
て
選
挙
あ
る
い
は
任
免
さ
れ
る
が
、
実
は
党
管

幹
部
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
す
べ
て
の
人
事
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
法
的
手
続
に
先
立
っ
て
党
内
で
の
手
続
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
故
に
、
院

長
の
指
名
権
は
政
権
党
お
よ
び
行
政
機
関
の
ト
ッ
プ
に
よ
っ
て
握
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
任
用
資
格
の
制
限
も
な
く
、
そ
の
指
名
は
恣
意
的
な
も
の

で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
熊
達
雲
「
西
洋
工
業
先
進
諸
国
の
裁
判
独
立
と
中
国
の
独
立
裁
判
と
の
比
較
に
つ
い
」
山
梨
学
院
大
学
法
学
論
集
54
巻
２
３
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６
―
２
３
７
頁
、
田
中
信
行
「
中
国
の
司
法
改
革
に
立
ち
は
だ
か
る
厚
い
壁
」
中
国
研
究
月
報
61
巻
４
号
30
頁
を
参
照
。

（
７
）

武
漢
市
中
級
人
民
法
院
で
は
、
２
０
０
２
年
に
裁
判
官
13
名
と
弁
護
士
44
名
が
汚
職
で
逮
捕
さ
れ
る
事
件
が
発
生
、
職
権
濫
用
や
収
賄
の
罪
に
よ
り
、
筆

頭
の
副
裁
判
所
長
が
懲
役
13
年
、
別
の
副
裁
判
所
長
が
懲
役
６
年
６
カ
月
、
そ
の
他
の
裁
判
官
11
名
が
２
年
か
ら
13
年
の
懲
役
と
い
う
判
決
を
受
け
る
事
件

が
あ
っ
た
。

（
８
）

安
徽
省
阜
陽
市
中
級
人
民
法
院
で
は
、
２
０
０
５
年
に
副
裁
判
所
長
２
名
、
裁
判
長
や
他
の
裁
判
官
な
ど
10
数
名
が
収
賄
で
逮
捕
さ
れ
、
重
大
な
汚
職
事

件
と
し
て
全
国
に
そ
の
名
を
轟
か
せ
た
が
、
２
０
０
６
年
８
月
、
同
法
院
で
は
新
旧
３
代
の
裁
判
所
長
が
収
賄
と
不
正
蓄
財
に
よ
り
起
訴
さ
れ
た
。

（
９
）

佐
藤
幸
治
『
憲
法
』
３
２
６
―
３
２
８
頁
を
参
照
。

（
７
）

中
国
の
裁
判
官
制
度
は
、
裁
判
長
と
独
任
裁
判
官
及
び
普
通
の
裁
判
官
の
裁
判
権
限
に
お
け
る
不
平
等
が
存
在
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
全
て
の
裁
判
官
が

特
定
の
等
級
に
帰
属
さ
れ
て
い
る
。
裁
判
官
は
主
席
大
裁
判
官
を
頂
点
と
し
て
、
全
部
で
以
下
の
三
段
階
（
大
裁
判
官
、
高
級
裁
判
官
、
裁
判
官
）、
12
の

等
級
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
最
高
人
民
法
院
の
院
長
が
主
席
大
裁
判
官
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
以
下
各
ク
ラ
ス
の
法
院
に
お
け
る
院
長
、
副
院
長
、
裁
判
委
員

会
委
員
、
廷
長
、
副
廷
長
、
裁
判
官
が
ど
の
等
級
に
当
た
る
か
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

（
８
）

例
え
ば
、
上
海
高
級
人
民
法
院
院
長
が
人
民
代
表
大
会
に
対
し
て
２
０
０
７
年
の
工
作
報
告
に
よ
る
と
、
２
０
０
６
年
末
ま
で
、
上
海
法
院
の
全
て
の
裁

判
官
の
中
で
、
大
学
学
部
を
卒
業
す
る
か
又
は
そ
れ
以
上
の
学
歴
を
持
つ
人
員
は
94
・
６
％
に
達
し
、
修
士
ま
た
は
博
士
の
裁
判
官
は
14
％
に
達
し
た
。
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